
県外学校用 

 

１．制度の概要 

   すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽

減するため、高校生等がいる低・中所得世帯に対して、奨学のための給付金を支給します。 

   なお、本事業は、国の「高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）」事業に該

当します。 

   ※ 新入生への前倒し給付を申請された方も再度申請が必要になります。 

 

２．給付要件 

 ７月１日（基準日）現在、次のすべての要件を満たすこと。 

 

 ○ 生活保護（生業扶助）世帯、又は道府県民税及び市町村民税の所得割額（以下、住民税

所得割額という。）が非課税、もしくは 182,500 円未満の世帯。 

○ 高等学校等就学支援金、学び直し支援金、高校生等新修学支援金のいずれかの受給権者

であること。（特別支援学校高等部生徒、及び児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費

（母子生活支援施設の生徒を除く）が措置されている生徒を除く） 

 ○ 保護者、親権者等が茨城県内に在住していること。 

  ※ 茨城県内の高校に在学する生徒で、保護者が茨城県外に在住している場合は、 

   保護者が在住する都道府県に申請することとなります。 

 ○ 平成２６年４月１日以降に対象となる高等学校等に入学し、在籍、就学している者で 

あること。 

 

３．給付額（生徒１人あたり年額） 

  【私立の全日制・定時制高等学校等の在籍生徒】 

① 生活保護（生業扶助）受給世帯                 ５２，６００円 

② 住民税所得割額 非課税の世帯                １５２，０００円 

③ 住民税所得割額 105,500 円未満の世帯（②を除く）       ５０，６７０円 

④ 住民税所得割額 182,500 円未満世帯（②、③を除く）      ３８，０００円 

  【私立の通信制高等学校等の在籍生徒】 

① 生活保護（生業扶助）受給世帯                 ５２，６００円 

② 住民税所得割額 非課税の世帯                 ５２，１００円 

③ 住民税所得割額 105,500 円未満の世帯（②を除く）       １７，３７０円 

④ 住民税所得割額 182,500 円未満世帯（②、③を除く）      １３，０３０円 



   ※ 国籍が日本国以外で、所定の在留資格を満たさない生徒については、①、②のみ支給対

象となります。また、令和８年４月１日以降に入学し、在留資格が「特定活動」、「留学」

等の生徒は、支給対象外となります。 

   ※ 詳細は、対象者及び給付額等確認シート【通常給付】（県外学校用）を確認 

   ※ 新入生への前倒し給付を受給された世帯は、上記の額から前倒し給付分の額を減じた額

が支給されます。 

 

４．申請方法 

   別添、対象者及び給付額等確認シート【通常給付】（県外学校用）で、どのケースに該当する

かを確認のうえ、記載の提出書類を提出してください（郵送可）。 

   申請書等は、茨城県教育委員会のホームページからダウンロードしていただくか、以下の問

い合わせ先までお申し出ください。 

 

  ◆茨城県教育委員会 > 学校教育 > 私立学校 > 私立高等学校等の生徒に対する就学支援 

   > 奨学のための給付金 

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/private-schools/school-attendance-support/benefits/ 

 

５．申請期限 

   令和８年８月 21日（金）（必着） 

   ※ 期限内に間に合わない場合は、以下の問い合わせ先までご相談ください。 

 

６．給付時期 

   令和８年１１月頃（予定） 

 

 


